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(57)【要約】
【課題】本発明は、従来にない作用効果を発揮する画期
的な芝生の育成方法及び芝生育成用の押込装置を提供す
ることを目的とする。
【解決手段】芝生の育成方法であって、芝生育成領域50
に芝苗30を蒔き、続いて、押込体２により前記芝生育成
領域50に蒔いた芝苗30を該芝生育成領域50の地中に押し
込み、前記芝生育成領域50において前記芝苗30を育成す
る芝生の育成方法である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芝生の育成方法であって、芝生育成領域に芝苗を蒔き、続いて、下記構造の押込体によ
り前記芝生育成領域に蒔いた芝苗を該芝生育成領域の地中に押し込み、前記芝生育成領域
において前記芝苗を育成することを特徴とする芝生の育成方法。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　基部の先端に前記芝生育成領域に蒔かれた芝苗を該芝苗育成領域の地中に押し込む押込
部が設けられた構造の押込体。
【請求項２】
　請求項１記載の芝生の育成方法において、前記押込体は、基部に板状の押込部が設けら
れたものであり、この板状の押込部の下端を前記芝苗に交差する状態で当接させて該芝苗
を地中に押し込むように構成されていることを特徴とする芝生の育成方法。
【請求項３】
　請求項１，２いずれか１項に記載の芝生の育成方法において、前記芝苗を前記芝生育成
領域に押し込んだ後、目土を施すことを特徴とする芝生の育成方法。
【請求項４】
　請求項１～３いずれか１項に記載の芝生の育成方法において、前記芝生育成領域に前記
芝苗を蒔く前に該芝生育成領域を耕すことを特徴とする芝生の育成方法。
【請求項５】
　請求項１～３いずれか１項に記載の芝生の育成方法において、前記芝生育成領域に前記
芝苗を蒔く前に該芝生育成領域に多数の凹部を設けることを特徴とする芝生の育成方法。
【請求項６】
　請求項１～５いずれか１項に記載の芝生の育成方法において、前記押込体は、前記芝生
育成領域を移動する移動体に昇降自在に設けられ、また、前記押込体は、前記移動体の移
動方向と交差する左右方向に並設されていることを特徴とする芝生の育成方法。
【請求項７】
　請求項１～５いずれか１項に記載の芝生の育成方法において、前記押込部の下端は凹形
状に設けられていることを特徴とする芝生の育成方法。
【請求項８】
　芝生育成領域の地中に芝苗30を押し込む芝生育成用の押込装置であって、基部の先端に
前記芝生育成領域に蒔かれた芝苗を該芝生育成領域の地中に押し込む押込部が設けられた
押込体を具備することを特徴とする芝生育成用の押込装置。
【請求項９】
　請求項８記載の芝生育成用の押込装置において、前記押込部の下端を前記芝苗に当接さ
せて該芝苗を地中に押し込むように構成されていることを特徴とする芝生育成用の押込装
置。
【請求項１０】
　請求項８，９いずれか１項に記載の芝生育成用の押込装置において、前記押込体は、前
記押込体は、前記芝生育成領域を移動する移動体に昇降自在に設けられ、また、前記押込
体は、前記移動体の移動方向と交差する左右方向に並設されていることを特徴とする芝生
育成用の押込装置。
【請求項１１】
　請求項８～１０いずれか１項に記載の芝生育成用の押込装置において、前記押込部の下
端は凹形状に設けられていることを特徴とする芝生育成用の押込装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、芝生の育成方法及び芝生育成用の押込装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　本出願人は、特許文献１に開示される芝生の育成方法（以下、「従来法」という。）を
提案している。
【０００３】
　この従来法は、芝生育成領域に芝苗を蒔き、続いて、前記芝苗が隠れるように目土を施
すとともに該目土に肥料を設け、この目土に芝種を蒔いた後、前記目土に凹み部を形成し
、続いて、芝苗及び芝種を蒔いた領域を貫通孔が複数散在されたシート材で被覆し、シー
ト材の周縁部を前記芝生育成領域に固定するものである。
【０００４】
　従って、シート材により、芝生の育成に必要な温度と湿度が保持され、例えば芝生の育
成が困難とされる季節であっても常に芝生の育成に適した環境が得られ、自然環境に応じ
て簡易且つ確実に良好な芝生を育成することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４７３９８６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明者は、前述した芝生の育成方法について、更なる研究を重ね、その結果、従来に
ない作用効果を発揮する画期的な芝生の育成方法及び芝生育成用の押込装置を完成させた
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【０００８】
　芝生の育成方法であって、芝生育成領域50に芝苗30を蒔き、続いて、下記構造の押込体
２により前記芝生育成領域50に蒔いた芝苗30を該芝生育成領域50の地中に押し込み、前記
芝生育成領域50において前記芝苗30を育成することを特徴とする芝生の育成方法に係るも
のである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　基部２ｂの先端に前記芝生育成領域50に蒔かれた芝苗30を該芝苗育成領域50の地中に押
し込む押込部２ａが設けられた構造の押込体２。
【０００９】
　また、請求項１記載の芝生の育成方法において、前記押込体２は、基部２ｂに板状の押
込部２ａが設けられたものであり、この板状の押込部２ａの下端を前記芝苗30に交差する
状態で当接させて該芝苗30を地中に押し込むように構成されていることを特徴とする芝生
の育成方法に係るものである。
【００１０】
　また、請求項１，２いずれか１項に記載の芝生の育成方法において、前記芝苗30を前記
芝生育成領域50に押し込んだ後、目土60を施すことを特徴とする芝生の育成方法に係るも
のである。
【００１１】
　また、請求項１～３いずれか１項に記載の芝生の育成方法において、前記芝生育成領域
50に前記芝苗30を蒔く前に該芝生育成領域50を耕すことを特徴とする芝生の育成方法に係
るものである。
【００１２】
　また、請求項１～３いずれか１項に記載の芝生の育成方法において、前記芝生育成領域
50に前記芝苗30を蒔く前に該芝生育成領域50に多数の凹部51を設けることを特徴とする芝
生の育成方法に係るものである。
【００１３】
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　また、請求項１～５いずれか１項に記載の芝生の育成方法において、前記押込体２は、
前記芝生育成領域50を移動する移動体１に昇降自在に設けられ、また、前記押込体２は、
前記移動体１の移動方向と交差する左右方向に並設されていることを特徴とする芝生の育
成方法に係るものである。
【００１４】
　また、請求項１～５いずれか１項に記載の芝生の育成方法において、前記押込部２ａの
下端２ａ’は凹形状に設けられていることを特徴とする芝生の育成方法に係るものである
。
【００１５】
　また、芝生育成領域50の地中に芝苗30を押し込む芝生育成用の押込装置であって、基部
２ｂの先端に前記芝生育成領域50に蒔かれた芝苗30を該芝生育成領域50の地中に押し込む
押込部２ａが設けられた押込体２を具備することを特徴とする芝生育成用の押込装置に係
るものである。
【００１６】
　また、請求項８記載の芝生育成用の押込装置において、前記押込部２ａの下端２ａ’を
前記芝苗30に当接させて該芝苗30を地中に押し込むように構成されていることを特徴とす
る芝生育成用の押込装置に係るものである。
【００１７】
　また、請求項８，９いずれか１項に記載の芝生育成用の押込装置において、前記押込体
２は、前記押込体２は、前記芝生育成領域50を移動する移動体１に昇降自在に設けられ、
また、前記押込体２は、前記移動体１の移動方向と交差する左右方向に並設されているこ
とを特徴とする芝生育成用の押込装置に係るものである。
【００１８】
　また、請求項８～１０いずれか１項に記載の芝生育成用の押込装置において、前記押込
部２ａの下端２ａ’は凹形状に設けられていることを特徴とする芝生育成用の押込装置に
係るものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は上述のようにしたから、芝苗を迅速且つ確実に芝生育成領域に固定状態とする
ことができ、しかも、良好に育成することができるなど、従来に無い画期的な芝生の育成
方法及び芝生育成用の押込装置となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施例１に係る芝生育成用の押込装置の説明図である。
【図２】実施例１に係る押込体２を示す斜視図である。
【図３】実施例１に係る押込体２の別例を示す斜視図である。
【図４】実施例１に係る押込体２の別例を示す斜視図である。
【図５】実施例１に係る芝生の育成方法の説明図である。
【図６】実施例１に係る芝生の育成方法の説明図である。
【図７】実施例１に係る芝生の育成方法の説明図である。
【図８】実施例１に係る芝生の育成方法の説明図である。
【図９】実施例２に係る芝生育成領域50を示す斜視図である。
【図１０】実施例２に係る押込体２を示す斜視図である。
【図１１】実施例２に係る芝生の育成方法の説明図である。
【図１２】実施例２に係る芝生の育成方法の説明図である。
【図１３】実施例２に係る芝生の育成方法の説明図である。
【図１４】実施例２に係る芝生の育成方法の説明図である。
【図１５】実施例２に係る芝生の育成方法の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
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　好適と考える本発明の実施形態を、図面に基づいて本発明の作用を示して簡単に説明す
る。
【００２２】
　芝生育成領域50に芝苗30を蒔き、続いて、押込体２により芝生育成領域50に蒔いた芝苗
30を該芝生育成領域50の地中に押し込み、芝生育成領域50において芝苗30を育成する。
【００２３】
　従って、蒔いた芝苗の活着を待つ蒔き芝工法と異なり、本発明により芝苗30が芝生育成
領域50の地中に押し込まれて固定状態となるから、例えばゴルフ場，サッカー場，野球場
などの施設において、使用を中断する必要がなく、常時使用可能な状態を保持できること
になる。
【００２４】
　また、本発明は、押込体２により芝苗30が押し込まれた部位には凹部が形成されること
になり、従って、通気性・透水性が良好となり（エアレーション効果と保水効果が得られ
）、よって、芝苗30は良好に育成することになる。
【実施例】
【００２５】
　＜実施例１＞
　本発明の具体的な実施例について図面に基づいて説明する。
【００２６】
　本実施例は、芝生の育成方法であって、芝生育成用の押込装置を使用して施工される。
【００２７】
　この芝生育成用の押込装置は、図１に図示したように芝生育成領域50を走行する移動体
１に、昇降することで該芝生育成領域50に芝苗30を押し込む押込体２が設けられたもので
ある。
【００２８】
　移動体１は、下部に走行用車輪３を有する基体４の上部に操作ハンドル５を立設状態に
設けたものであり、図示省略の駆動源の駆動により移動可能に設けられている。
【００２９】
　また、移動体１には、前述した駆動源により回動する回動力伝達機構が設けられている
。
【００３０】
　この回動力伝達機構は、基体４の幅方向にクランクシャフト６を回動自在に架設して構
成されており、このクランクシャフト６には後述する押込体２を取り付ける複数の連接棒
７（コネクティングロッド）が並設されている。
【００３１】
　この各連接棒７は、クランクシャフト６の所定位置に擺動自在に垂設されており、その
下端部に押込体２の基部２ｂを着脱自在に嵌挿連結する二股形状の連結部７ａが設けられ
ている。
【００３２】
　また、この連結部７ａ同士の間隔を適宜変更することで、芝苗30の押し込み間隔（植え
込み間隔）に対応するよう押込体２同士の間隔を適宜変更することができる。
【００３３】
　従って、クランクシャフト６が回動することで、押込体２の押込部２ａが走行用車輪３
の下端よりも下方位置に到達するまで各連接棒７は昇降移動することになる。
【００３４】
　押込体２は、図１，２に図示したように適宜な金属製の部材で形成されたものであり、
連接棒７の連結部７ａに連結する軸形状の基部２ｂの先端（下部）に押込部２ａが設けら
れて構成されている。
【００３５】
　本実施例では、押込部２ａは表裏面が平坦な板形状であり、長さＸは約７ｃｍ、幅Ｙは
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約３ｃｍ、厚みＺは約０．５ｃｍである。
【００３６】
　また、押込部２ａの下端２ａ’（下端面）は図２に図示したように湾曲する凹形状、即
ち、中央部が最も凹む凹形状に設定されている。
【００３７】
　従って、押込部２ａを降下させて芝苗30を押し込む際、この凹形状の下端２ａ’で芝生
育成領域50に蒔かれた芝苗30を捕捉した状態で確実に押し込むことができる。
【００３８】
　また、図３に図示したように押込部２ａの下端２ａ’（下端面）の形状は平坦形状でも
良いし、図４に図示したように湾曲する凸形状（中央部が最も突出する凸形状）でも良い
。
【００３９】
　以上の構成から成る芝生育成用の押込装置を使用した芝生の育成方法について説明する
。
【００４０】
　尚、本実施例では、芝生育成領域50として、ゴルフ場における芝生が消失したコース部
分（例えばフェアウェイ部分）を施工対象としているが、その他にも例えばサッカー場や
野球場などの芝生で緑化されたスポーツ施設や公園や土木工事現場（切土法面や復旧盛土
の土壌流出防止を目的として芝生で被覆する復旧工事現場）なども施工対象となるもので
あり、また、補修工事に限らず新規の芝生化にも適用し得るものである。
【００４１】
　先ず、芝生育成領域50を所定深さ（約７ｃｍ以上）だけ適宜な耕耘機を使用して耕し（
柔らかくほぐし）、この芝生育成領域50に芝苗30（約１０～１５ｃｍ）を蒔く（図５参照
）。符号50ａは耕された部位（柔らかい層）、50ｂは耕されていない部位（硬い層）であ
る。尚、芝生育成領域50における芝苗30を蒔く部位として客土を施すことで柔らかい層を
設けるようにしても良い。
【００４２】
　続いて、芝生育成領域50に対して芝生育成用の押込装置（移動体１）を走行させながら
押込体２を昇降させ、押込体２が移動体１から降下して芝生育成領域50（耕された層50ａ
）に挿入する際、芝生育成領域50に蒔かれた芝苗30を約３～５ｃｍ押し込む（図６，７参
照）。
【００４３】
　尚、押込体２により芝苗30を押し込む度に移動体１の走行を停止するようにしても良い
。
【００４４】
　続いて、芝苗30を蒔いた領域に目土60を施し、必要に応じて芝種蒔き，施肥，散水及び
シート材の被覆（特許第４７３９８６１号の施工）など行う。
【００４５】
　芝苗30は芝生育成領域50に押し込まれて（植え込まれて）固定状態となり、その後、育
成しつつ活着してより堅固な固定状態となる。
【００４６】
　本実施例は上述のようにしたから、蒔いた芝苗の活着を待つ蒔き芝工法と異なり、本実
施例により芝苗30が芝生育成領域50の地中に押し込まれて固定状態となるから、例えばゴ
ルフ場，サッカー場，野球場などの施設において、使用を中断する必要がなく、常時使用
可能な状態を保持できることになる。
【００４７】
　また、本実施例は、押込体２により芝苗30が押し込まれた部位には凹部が形成されるこ
とになり、従って、通気性・透水性が良好となり、既存の芝生の刈り草や冬枯れした葉が
堆積したもの）の分解が進み、エアレーション効果と保水効果が得られ、よって、芝苗30
は良好に育成する（高温乾燥期を除いてほぼ一年を通して施工が可能となる。）。
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【００４８】
　また、本実施例は、押込体２は、基部２ｂに板状の押込部２ａが設けられたものであり
、この板状の押込部２ａの下端を芝苗30に交差する状態で当接させて該芝苗30を地中に押
し込むように構成されているから、芝苗30の一部分が地上に露出し、その他の部分が地中
に埋まった状態（植え込まれた状態）となるように当該芝苗30を押し込むことができる。
【００４９】
　また、本実施例は、芝生育成領域50に芝苗30を蒔く前に該芝生育成領域50を耕すから、
芝生育成領域50の地中に対して押込体２を確実に押し込む（挿入）することができ、芝苗
30の押し込みが確実に行われ、しかも、芝苗30を損傷（切断）してしまうことが防止され
、そして更に、押し込んだ際の反力（押し込み抵抗）を低減することで芝生育成用の押込
装置の破損を防止し得ることになる。
【００５０】
　また、本実施例は、押込体２は、移動体１の移動方向と交差する左右方向に並設されて
いるから、芝苗30の植え込みが効率良く行われ、しかも、芝生育成領域50に対して等間隔
に植え込むことが可能であり、体裁良く施工することができる。
【００５１】
　また、本実施例は、押込体２の下端２ａ’（下端面）が凹形状に設けられているから、
芝苗30を捕捉するように確実に押し込むことができる。
【００５２】
　尚、適宜な棒体の先端（下端）に前述した押込体２を設けることで（複数設けても良い
）、作業者が人力で行う芝生育成用の押込装置としても良い。
【００５３】
　＜実施例２＞
　本発明の具体的な実施例について図面に基づいて説明する。
【００５４】
　本実施例は、図９に図示したように芝生育成領域50として、ゴルフ場のパッティンググ
リーン50Ａ（温暖化によりグリーン周辺50Ｂの高麗芝により浸食されたベント芝から成る
グリーン）を施工対象とした場合である。
【００５５】
　また、本実施例は、後述するように予め芝生育成領域50に設けられた凹部51に芝苗30を
押し込み易くする為、図10に図示したように押込体２は実施例１よりも幅細（長さＸは約
７ｃｍ、幅Ｙは約１．５ｃｍ、厚みＺは約０．５ｃｍ）としている。
【００５６】
　以下、本実施例に係る芝生の育成方法について説明する。
【００５７】
　先ず、前述した実施例１のように芝苗30を蒔く前に芝生育成領域50を耕すのではなく、
芝生育成領域50に筒状の削孔体10を挿入して引き抜くことで凹部51（約７ｃｍ以上）を設
ける（図11，12参照）。符号31は芝生育成領域50で育成している既存の芝生である。
【００５８】
　続いて、この凹部51が設けられた芝生育成領域50に芝苗30（約１０～１５ｃｍ）を蒔く
（図13参照）。
【００５９】
　続いて、芝生育成領域50に対して芝苗押込装置（移動体１）を走行させながら押込体２
を昇降させ、この押込体２が移動体１から降下して芝生育成領域50の凹部51若しくは凹部
51の無い凹部周辺部位に挿入する際、芝生育成領域50に蒔かれた芝苗30を約３～５ｃｍ押
し込む（図14参照）。尚、凹部51の無い凹部周辺部位は、凹部51を設けることで崩れ易く
（押し込んだ際の反力が低下するよう柔らかく）なっており、押込体２の押し込み抵抗が
低減された状態となっている。
【００６０】
　続いて、芝苗30を蒔いた領域に目土60を施し、必要に応じて芝種蒔き，施肥，散水及び
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【００６１】
　芝苗30は芝生育成領域50の地中に押し込まれて固定状態となり、その後、育成しつつ活
着してより堅固な固定状態となる。
【００６２】
　尚、凹部51は芝生育成領域50に対して多数設けられ、図14，図15のように芝苗30が植え
込まれない凹部51も生じるが、エアレーション効果と保水効果を奏することに貢献する。
【００６３】
　本実施例は上述のように構成したから、例えばパッティンググリーン50Ａのような締め
固められ既存の芝生31が育成する硬い芝生育成領域50に有効である。
【００６４】
　その余は実施例１と同様である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　移動体
　２　押込体
　２ａ　押込部
　２ｂ　基部
　30　芝苗
　50　芝生育成領域
　51　凹部
　60　目土

【図１】 【図２】

【図３】
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